
 

 

 

 

 

 

 

■豊橋支部 令和 4年 第 3回豊橋支部例会  

日時 ： 令和 4 年 12 月 1 日(木) 例会 15：00～17：00  

場所 ： 三井住友海上火災保険株式会社 豊橋支社 4 階 テラス会議室 

忘年会：華乃井テラス 17：30～19：30 

 

 

豊橋支部第３回例会が開催されました。鳥居支部長のあいさつの

後、各委員会からの活動報告などの発表がありました。 

 

また、HAREL 株式会社・小林様によるセミナー、小林大悟法律

事務所もミニセミナーが開催されました。 

       

参加者数 

会員 23 名、賛助会員 11 名、保険会社 8 名、弁護士 2 名 

セミナー講師１名、合計 45 名の参加でした。 

 

 

愛知県代協よりお知らせ 

賀詞交歓会日程について 

 日時：2023 年 1 月 30 日（月） 受付 14：30 開始 15：00 ～ 

 場所：ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

     名古屋市中区金山町１－１－１ 

 セミナー：株式会社壱番屋 特別顧問 宗次徳二氏 

 規模：200 名 

 

各委員会報告 

 

組織委員会（田中委員） 

今年も代理店賠責セミナーが開催される予定（2 月）です。 

新入会委員オリエンテーション実施 

仲間づくり・会員増強へ「支部対抗会員増強キャンペーン」実施中です。 

会員増強にお声かけをお願いいたします。 

 

教育委員会（北野委員） 

トータルプランナーは、多くの方に受講していただきたい。 

「日本代協アカデミー」にも多くの方に登録してほしい。 

出前授業も継続して実施していきます。 
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愛 知 県 代 協  〈令和 4年度・第 4号〉 

豊 橋 支 部 だ よ り 
 



企画環境委員会（岡田委員） 

不公正な募集等については、ディーラーなどへ公正な募集取組の意見書を提出していく。 

事業継続力強化計画認定制度・社労士診断認証制度・BCP 作成を推進していきたい。 

 

ＣＳＲ委員会（古田委員） 

豊川稲荷の清掃活動へのご参加、ありがとうございました。 

 

広報委員会（石川委員） 

県代協だより・新年号は例年と趣向を変えて発行するように進めております。 

会員増強用の県代協のチラシを作成しました。また、県代協の紹介動画等代協を知ってもらうた

めの広報活動を実施していきます。 

「みなさまの保険情報」をぜひご活用ください。 

 

財務委員会（橋本委員） 

愛知県代協の財政基盤の強化、国民年金基金の推進を図っていきたい。 

 

代理店の統廃合などによって会員数が減少している状況で、会費

収入がダウンしている。 

その対応策として愛知県代協の定款・会費規定を見直してはどう

かということで、会費規定についての意見集約が行われました。 

 

このようなことに至る背景の説明が行われて、福岡県代協や宮崎

県代協の規約等を参考にしながら、いろいろな意見がでておりま

した。 

 

意見集約して、県代協に提出します。 

 

 

セミナー 

新規紹介が嘘のように止まらない！ 

～損保代理店だからこそできる！！これからの時代を勝ち残る最強営業メソッド！！ 

      実は保険業界はまだまだ『宝の山』なのです！～ 

講師：HAREL 株式会社 小林俊幸様（一般社団法人ライフプラン診断士協会 代表理事） 

             

 

三方良し営業のススメ、ライフ

プランシミュレーション「みら

い予報図」を使用したライフプ

ランニングなど、損保代理店の

特性を生かしたこれからの時代

を勝ち残る最強営業メソッドを

紹介していただきました。 

 

 

 



ミニセミナー 

「問題社員への対応策」～円満解決の方法～ 

小林大悟法律事務所 小林大悟弁護士 

 

経営者・事業主にとっての問題社員への対応策を解説いただきました。 

 

第１章 能力不足で改善意欲のない従業員 

 

第２章 業務命令に従わない従業員 

 

第３章 まとめ 

 

試用期間で雇用を打ち切ったところ、不当解雇として従業員よ

り訴えられることがあるそうで、解雇には客観的に合理的な解

雇理由が必要ということを教えていただきました。 

また、円満解決の方法も解説いただきました。 

 

 

 

 

例会後、華乃井テラスにて忘年会が実施されました。 

多くの会員のみなさま、賛助会員の方々、保険会社の方々、セミナー講師の方にもご参加いただ

き、懇親を深めながら情報交換等が活発に行われました。 

 

参加者数 

会員 24名、賛助会員 11名、保険会社 10名、弁護士 2名、セミナー講師１名 

合計 48名の参加でした。 


